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Ⅰ 「神奈川県人口ビジョン 改訂（素案）」及び「第２期神奈川県まち・

ひと・しごと創生総合戦略（素案）」について 

１ 経緯 

県では「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、2015年度に「神奈川

県人口ビジョン」（以下「人口ビジョン」という。）及び「神奈川県ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「第１期総合戦略」という。）を

策定し、克服すべき２つの課題として「人口減少に歯止めをかける」こ

とと「超高齢社会を乗り越える」ことを挙げ、2015年度から2019年度ま

での５か年を計画期間として、地方創生の取組みを進めてきた。 

第１期総合戦略の最終年度に当たる今年度は、2015年度から４年間の

取組みの進捗状況について、神奈川県地方創生推進会議で議論した。そ

の結果、今後の取組みについて、これまでに根付いた課題認識や取組み

をしっかり継続しつつ、新たな時代の変化に対応し、その流れを力に変

えて、取組みを進める必要があるとの評価を受けた。 

また、国は、年内に長期ビジョン（県の「人口ビジョン」に相当）の

見直し及び第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定を行うことと

し、地方に対しても、年度内に人口ビジョンの改訂及び第２期まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の策定を求めている。 

２ 「人口ビジョン」の改訂 

現在の人口等の見通しが策定時の推計と大きく乖離していないことか

ら克服すべき２つの課題と３つのビジョンは継続することとし、基本的

に策定時の推計方法を踏襲し、最新の数値等を踏まえた修正を行う。 

また、人口動向分析の「雇用・就労分析」の中に「通勤時間に関する

状況」、将来人口分析に「平均寿命と健康寿命」の項目を追加する。 

（参考） 

克服すべき２つの課題 

①人口減少に歯止めをかける 

 ②超高齢社会を乗り越える 

３つのビジョン 

①合計特殊出生率の向上（自然増に向けた対策） 

②マグネット力の向上（社会増に向けた対策） 

③未病の取組みによる健康長寿社会の実現（超高齢社会への対応） 
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３ 「第２期神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定 

新たな時代に対応しつつ、切れ目なく地方創生の取組みを進めていく

ため、2020年度から2024年度を計画期間とする第２期神奈川県まち・ひ

と・しごと創生総合戦略（以下「第２期総合戦略」という。）を策定する。 

策定に当たり、４つの基本目標の枠組みを維持し、これまでに根付い

た課題認識や取組みを継続するほか、「かながわグランドデザイン 第３

期実施計画」に位置付けたＳＤＧｓの推進、未来社会創造、コミュニティ

の再生・活性化など新しい時代の流れに応じた考え方や施策を反映する。 

 ＜主な変更点＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後の予定 

令和元年12月 県民意見募集を実施 

令和２年１月 神奈川県地方創生推進会議で「人口ビジョン 改訂

（案）」及び「第２期総合戦略（案）」を審議 

２月 第１回県議会定例会に「人口ビジョン 改訂（案）」 

及び「第２期総合戦略（案）」を報告 

３月 「人口ビジョン」の改訂及び「第２期総合戦略」の

策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 基本目標の変更（＊下線部を追加） 

 １ 県内にしごとをつくり安心して働けるようにするとともに、これ

を支える人材を育て活かす 

 ２ 国内外から神奈川への新しいひとの流れをつくる 

 ３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 ４ 活力と魅力あふれるまちづくり・誰もが活躍できる地域社会づく

りを進める 
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「神奈川県人口ビジョン 改訂（素案）」＜別添参考資料１参照＞ 

 

 これまでの人口動向等を分析するとともに、克服すべき課題とその解決に

向けたビジョン等を将来展望として広く共有するために策定するものであり、

総合戦略において効果的な施策を企画立案する上での基礎資料となる。 

 改訂に当たっては、克服すべき２つの課題と３つのビジョンは維持した上

で、人口動向分析など最新の数値を反映する。 
   
１ 構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 概要 

(1)  人口動向分析 

  ・ 県の合計特殊出生率は、全国を0.1ポイント程度下回る傾向が続い

ており、2018年は1.33。 

  ・ 県は、東京都に対しては年間7,000人程度の転出超過となっている。 

・ ５つの地域政策圏のうち、三浦半島地域と県西地域は引き続き転

出超過。 

  ・ 「雇用・就労分析」の中に「通勤時間に関する状況」を新たに追加。 

 

(2)  将来人口分析 

  ・ 自然減が大きくなることが見込まれる一方で、社会増は近年、年間

１〜２万人程度で推移しており、今後、数十年間の人口減少は避けら

れない。 

別紙１ 

〇第１章 人口分析 

 １ 人口動向分析 

  (1)  長期的な人口の動向分析   (2)  出生動向分析 

  (3)  人口移動分析        (4)  雇用・就労分析 

 ２ 将来人口分析 

  (1)  人口減少社会と超高齢社会 

  (2)  人口減少及び人口構成の変化がもたらす影響 

〇第２章 将来展望 

 １ 克服すべき２つの課題 

 ２ ３つのビジョン 

 ３ 人口の将来展望 

  (1)  人口の推移と将来展望     

(2)  地域政策圏別人口の将来展望 
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・ 高齢化率は、2015年の23.9％から、2065年には34.8％となることが

見込まれている。 

・ 「平均寿命と健康寿命」の項目を新たに追加。 
 
(3)  克服すべき２つの課題 

  ・ 将来にわたって、活力ある、いのち輝く神奈川を維持していくため

には、人口減少問題の克服に向けた取組みを進める必要がある。 

  ・ 一方、神奈川は全国屈指のスピードで高齢化が進むとともに少子化

も進行している。 

  ・ そこで、「人口減少に歯止めをかける」ことと、「超高齢社会を乗り

越える」ことの２つの課題を同時に克服していかなければならない。 
 

(4)  ３つのビジョン 

   克服すべき２つの課題の解決に向け、次の３つのビジョンを将来展望

として整理。 

  ・ ビジョン１ 「合計特殊出生率」の向上（自然増に向けた対策） 

  ・ ビジョン２ 「マグネット力」の向上（社会増に向けた対策） 

  ・ ビジョン３ 「未病」の取組みによる健康長寿社会の実現（超高齢

社会への対応） 
 

(5)  人口の将来展望 

  ・ ビジョンが実現した場合の将来人口についてシミュレーションを行

ったところ、かながわグランドデザインにおいて県が行った2065年時

点の推計773.7万人を上回り、849.5万人になると推計された。 
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第２期神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）＜別添参考資料２参照＞ 

 

 人口ビジョンで示した「克服すべき２つの課題」と「３つのビジョン」を

受け、人口減少と超高齢社会を力強く乗り越えていくため、2020 年度から

2024 年度までの５年間に取り組む施策等を示すもの。 

 

１ 構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 概要 

(1)  基本的考え方 

ア 総合戦略の位置付け 

     第２期総合戦略は、人口ビジョンで掲げる３つのビジョンの実現を

積極的に進めていくため、「かながわグランドデザイン 第３期実施

計画」から「人口問題」の観点で施策を抽出し、2020 年度から 2024

年度の５年間の目標や施策の基本的方向を整理したもの。 

  イ 本県の地方創生の取組みとＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

県の地方創生の取組みは、かながわグランドデザインと同様に、Ｓ

ＤＧｓの理念と軌を一にするものである。地方創生の取組みを進め、

「いのち輝くマグネット神奈川」の実現をめざすことで、ＳＤＧｓの

目標である世界がめざす持続可能な社会の実現にも貢献していく。 

 

 

 

別紙２ 

〇第１章 基本的考え方 

 １ 総合戦略の位置付け 

 ２ 本県の地方創生の取組みとＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

〇第２章 基本目標 

 基本目標１ 県内にしごとをつくり安心して働けるようにすると

ともに、これを支える人材を育て活かす 

 基本目標２ 国内外から神奈川への新しいひとの流れをつくる 

 基本目標３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 基本目標４ 活力と魅力あふれるまちづくり・誰もが活躍できる

地域社会づくりを進める 

〇第３章 具体的な施策 

〇第４章 推進体制など 
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(2)  基本目標 

基本目標１ 県内にしごとをつくり安心して働けるようにするとともに、

これを支える人材を育て活かす 

   神奈川の成長力を生かした神奈川らしい成長産業の創出などを通じて、

経済のエンジンを回すことにより、県内にしごとをつくり、安定した雇

用を生み出すことをめざす。また、地方創生の基盤をなす人材の掘り起

こしや育成、活躍に向けた取組みを進める。 

  ＜数値目標＞ 

  ■ 企業立地支援件数（累計） 

■ 開廃業率の差（開業率から廃業率を引いた差） 

■ 企業経営の未病が改善した企業の割合（「未病 CHECK シート」をも

とに、支援機関に相談した企業のうち、改善した企業の割合） 

■ 完全失業率（暦年） 

 

基本目標２ 国内外から神奈川への新しいひとの流れをつくる 

観光の振興、地域資源を活用したプロジェクトを推進することで、神

奈川のマグネット力を高め、国内外からヒト・モノ・カネを引きつける。

また、関係人口に着目し、来訪した人と地域の人との多様な交流機会を

創出することで、各地域のマグネット力を高め、地域活性化を図り、移

住・定住人口の増加につなげる。 

＜数値目標＞ 

  ■ 観光消費額総額（暦年） 

■ 入込観光客数（暦年） 

■ 県西地域の社会増減数（暦年） 

■ 三浦半島地域の社会増減数（暦年） 

■ 人口が転出超過の市町村数（暦年） 

 

基本目標３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

「子どもを生むなら神奈川 子育てするなら神奈川」の実現をめざし、 

結婚から育児までの切れ目ない支援や女性の活躍支援、長時間労働の是

正や通勤時間の短縮につながる働き方の導入支援などを通じて、安心し

て結婚、出産、子育てができる環境を整えるとともに、妊娠・出産など

に関する知識の普及やライフキャリア教育を進め、若い世代の希望の実

現を図る。 

＜数値目標＞ 

 ■ 希望出生率の実現（暦年） 
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■ 保育所等利用待機児童数 

■ 25～44 歳の女性の就業率（暦年） 

■ １人当たり月所定外労働時間（事業所規模 30人以上）（暦年） 

■ 「安心して子どもを生み育てられる環境が整っていること」に関

する県民ニーズ調査の満足度 

 

基本目標４ 活力と魅力あふれるまちづくり・誰もが活躍できる地域社

会づくりを進める 

 既に超高齢社会が到来している中で、未病改善の取組みなどを通じ

て健康長寿のまちづくりを進め、超高齢社会を乗り越える社会システム

を創っていく。 

また、今後見込まれる人口減少の局面に対応できるよう、女性、高齢

者、障がい者、外国人など誰もが居場所と役割を持ち活躍できる地域社

会づくりや、「コンパクト＋ネットワーク」の都市づくりの観点に立っ

た持続可能な魅力あるまちづくりを進めるなど、活力と魅力あふれるま

ちづくりの実現をめざす。 

＜数値目標＞ 

■ 平均自立期間（日常生活動作が自立している期間の平均）（暦年） 

■ 長い人生を充実させるため、コミュニティなど、地域社会との関

わりを大切にしている人の割合（県民ニーズ調査） 

■ 「通勤・通学・買い物など日常生活のための交通の便がよいこ

と」に関する県民ニーズ調査の満足度 

■ 県民ニーズ調査における「神奈川県に住み続けたい」と思う人の

割合 
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第２期神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案） 具体的な施策 

 

基本目標１ 県内にしごとをつくり安心して働けるようにするとともに、これを支える

人材を育て活かす 

(1) 成長産業の創出・育成、産業の集積 

① 未病産業、最先端医療関連産業の創出・育成【政策】 

   ▶ 未病産業の創出・育成 

▶ 最先端医療関連産業の創出・育成 

② ロボット関連産業の創出・育成【政策、福祉子どもみらい、産業労働】 

   ▶ ロボットの実用化の促進 

▶ ロボットの普及・定着の促進 

▶ 「ロボットと共生する社会」の実現に向けた取組み 

③ エネルギー関連産業の振興【産業労働】 

▶ エネルギー自立型の住宅・ビル・街の形成に取り組む企業への支援 

④ 産業集積の促進【政策、産業労働、県土整備】 

 ▶ 成長性の高いベンチャー企業の創出・育成 

▶ ３つの特区などを活用した成長産業関連企業の立地促進 

▶ 工場立地のための土地利用に係る規制緩和の検討  

▶ 成長分野において地域の特性を生かして高い付加価値を創出する地域経済牽引 

事業の促進・支援 

(2) 産業の活性化 

  ① 県内中小企業・小規模企業の活性化【産業労働】 

   ▶ 中小企業の経営革新の促進 

▶ 中小企業の必要とする人材とのマッチング 

▶ 中小企業の事業承継支援 

▶ 中小企業・小規模企業の創業や第二創業の促進  

▶ 経営基盤強化や経営安定化、労働生産性の向上などへの支援を行う総合的な中

小企業支援体制の整備 

▶ 中小企業の海外展開支援  

 ② 農林水産業の活性化【環境農政】 

   ▶ 地産地消の推進 

(3) 就業の促進と人材育成 

  ① 就業支援の充実【産業労働】 

  ▶ 中高年齢者、女性、若年者の就業支援 

  ▶ 障がい者の雇用促進  

▶ 安心して働ける労働環境の整備 

別紙３ 
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② 産業を支える人材育成【環境農政、産業労働、教育】 

   ▶ 生徒の個性や能力を伸ばす質の高い県立高校の教育の充実と魅力ある学校づくり 

▶ 中小企業等を支える専門技術者の育成  

▶ グローバル人材の育成  

▶ 農林水産業の新たな担い手の育成・確保の推進  

 ③ 外国人材の育成・活躍支援【福祉子どもみらい、健康医療、産業労働】 

   ▶ 外国人材の育成 

   ▶ 外国人材の活躍支援 

 

基本目標２ 国内外から神奈川への新しいひとの流れをつくる 

(1) 観光の振興 

  ① 観光資源の発掘・磨き上げ【国際文化観光】  

   ▶ 魅力ある観光地の形成 

▶ 観光消費につながるコンテンツづくり 

▶ 多様なテーマに沿って県内の周遊を促すツーリズムの推進 

 ② 戦略的プロモーションの推進【国際文化観光】  

   ▶ 観光消費を高めるプロモーションの推進  

▶ 多様な関係者と連携したプロモーションの推進 

 ③ 受入環境の整備【国際文化観光】 

   ▶ 観光客の受入環境整備   

▶ 観光客を迎えるおもてなしの向上 

(2) 地域資源を活用した魅力づくり 

  ① 県西地域活性化プロジェクトの推進【政策、環境農政、健康医療】 

   ▶ 「未病を改善する」取組みの推進   

▶ 県西地域の自然環境などを生かした観光の振興  

 ② 三浦半島魅力最大化プロジェクトの推進【政策、県土整備】  

   ▶ 三浦半島の観光の魅力を高める取組みの推進 

  ▶ 「半島で暮らす」魅力を高める取組みの推進  

 ③ かながわシープロジェクトの推進【政策】 

▶ 海からしか見ることができない景観を観光コンテンツとした海洋ツーリズムの

展開 

▶ 神奈川の海の魅力をパッケージで発信する「Ｆｅｅｌ ＳＨＯＮＡＮ」キャン

ペーンの展開  

 ④ マグカルの推進【国際文化観光】 

   ▶ 地域の文化資源を生かしたマグカルの推進 

 ⑤ 地域のマグネットとなる魅力づくり【政策、環境農政、産業労働】 
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   ▶ ダム湖と周囲の自然環境を生かした水源地域の活性化  

▶ まちの賑わいを創出する商店街の振興 

(3) 移住・定住の促進 

  ① 関係人口の創出を通じた移住・定住の促進【政策】 

   ▶ 地域の魅力を生かした移住の促進  

▶ くらしとしごとの相談・支援 

▶ 「関係人口」の創出  

   

基本目標３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

(1) 結婚から育児までの切れ目ない支援 

  ① 若い世代の経済的安定と結婚の希望をかなえる環境づくり 

【福祉子どもみらい、産業労働】 

   ▶ ライフキャリア教育の促進  

  ▶ 若者の就業支援 

  ▶ 困難を有する青少年の相談・支援の充実 

▶ 結婚に向けた機運の醸成  

② 妊娠・出産を支える社会環境の整備【福祉子どもみらい、健康医療】  

   ▶ 母子保健の推進 

▶ 思春期から妊娠適齢期の男女を対象とした健康相談や健康教育 

▶ 産科医の確保・育成 

▶ 不妊治療に対する支援  

▶ 周産期救急医療体制の整備・充実 

 ③ 子育てを応援する社会の実現【福祉子どもみらい、健康医療、県土整備、教育】 

  （子ども・子育てを支える社会環境の整備） 

▶ 社会全体で多様な子育てを応援する環境づくり 

▶ 保育環境の整備 

▶ 保育人材の確保・育成やニーズに応じた幼児期の教育・保育の提供 

▶ 放課後児童クラブをはじめとした子どもの放課後などにおける育ちの場の整備 

▶ 子育て世代に対する総合的な支援 

▶ 多世代居住のまちづくりの推進 

▶ 小児救急医療体制の整備・充実 

  （支援を必要とする子ども・家庭への対応） 

   ▶ 貧困の状況にある子どもへの支援 

▶ 高校生などへの就学支援の充実 

▶ 多子世帯への支援 
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(2) 女性の活躍支援と男女共同参画の推進 

  ① 女性の活躍支援と男女共同参画の推進【福祉子どもみらい、産業労働】 

   ▶ 男女の役割分担意識の改革や意識啓発に向けた取組みの推進 

▶ 女性の活躍の推進  

▶ 女性登用の促進 

(3) 働き方の改革 

  ① 多様な働き方ができる環境づくり【福祉子どもみらい、産業労働】 

▶ 働き方改革の推進に向けた企業へのワーク・ライフ・バランスの普及啓発・支援 

▶ 企業へのテレワークの導入推進 

▶ 男性が育児参加できる環境づくり 

▶ 子ども・子育てを支援する企業の認証 

▶ がん患者の就労支援 

  

基本目標４ 活力と魅力あふれるまちづくり・誰もが活躍できる地域社会づくりを進める 

(1) 健康長寿のまちづくり 

  ① 未病を改善する環境づくり 

【政策、スポーツ、福祉子どもみらい、健康医療、産業労働、県土整備、教育】 

  （ライフステージに応じた未病対策） 

  ▶ 子どもの未病を改善する基礎づくり 

▶ 女性の未病対策 

▶ こころの健康づくりの推進など働く世代への未病対策 

▶ コグニサイズの展開など高齢者への未病対策 

 （未病改善を支える社会環境づくり） 

▶ 未病センターや県立都市公園など身近な場所で未病を改善する場の提供や環境

づくり 

▶ 未病バレー「ビオトピア」を活用した未病の総合的な普及啓発 

▶ ヘルスケア分野における社会システムの変革を起こす人材の育成 

  （健康情報の活用による効果的な施策の推進） 

  ▶ 健康情報の活用による未病改善の推進 

▶ 未病改善に向けた未病指標の構築・活用促進 

② 高齢になっても活躍できる社会づくり 

【政策、福祉子どもみらい、健康医療、産業労働、県土整備】 

  （地域包括ケアシステムの推進） 

   ▶ 地域包括ケアシステムの推進 

▶ 介護人材の定着・確保と介護保険施設の計画的整備の促進 

▶ 福祉サービスを安心して利用することができるしくみづくり 
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▶ 地域のニーズに対応した医療体制の整備・充実 

▶ サービス付き高齢者向け住宅の供給促進など高齢者をとりまく居住環境の安定

確保 

▶ 健康団地の取組みの推進 

（認知症の人にやさしい地域づくり） 

▶ 認知症の人や家族などに対する総合的な支援 

（健康・生きがいづくり） 

▶ 高齢者の健康・生きがいづくりの推進  

▶ 「人生100歳時代」におけるライフデザイン支援 

▶ シニア世代の就業や起業の支援 

▶ 福祉コミュニティづくりを担う人材の育成・定着 

▶ 「エイジフレンドリーシティ」の推進 

③ 誰もが生涯にわたりスポーツに親しめる社会の実現【スポーツ】 

   ▶ 誰もが生涯を通じて楽しめるスポーツ活動の推進 

  ▶ スポーツ活動を拡げる環境づくりの推進 

   ▶ 大規模なスポーツイベントを盛り上げ、レガシーを創出・継承する取組み  

(2) 誰もが活躍できる地域社会の実現 

① 障がい者が活躍できる地域社会づくり【福祉子どもみらい、産業労働】 

   ▶ 障がい者の社会参加の促進、障がい及び障がい児・者に対する理解促進 

 ② 外国人が活躍できる地域社会づくり 

【国際文化観光、福祉子どもみらい、健康医療、産業労働、教育】 

   ▶ 多文化理解の推進  

▶ 外国籍県民等も安心してくらせる地域社会づくり 

▶ 外国人が活躍できる環境づくり 

   ▶ 外国人材の育成 ※再掲 

   ▶ 外国人材の活躍支援 ※再掲  

③ 支え合いによる地域社会づくり 

【政策、くらし安全防災、福祉子どもみらい、県土整備、教育、警察本部】 

   ▶ 自助・共助の取組みの促進  

▶ バリアフリーのまちづくりの推進  

▶ 地域の活性化や課題解決に取り組む人材の育成  

▶ コミュニティ・スクールの導入・運営による地域の新たなコミュニティの核と

なる学校づくり  

▶ ＳＤＧｓの「自分事化」と地域コミュニティ活性化の推進  

(3) 持続可能な魅力あるまちづくり 

  ① 次世代につなぐ活力と魅力あふれるまちづくりの推進 
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【総務、環境農政、県土整備】 

   ▶ 空き家の利活用の推進  

▶ 地域の実情に応じた都市機能の集約化などの推進  

▶ 県有地・県有施設の有効活用  

▶ 歴史的建造物の保全・活用 

  ▶ 都市拠点の整備と環境と共生するまちづくり  

▶ 廃棄物ゼロ社会づくり  

 ② 交流と連携を支える交通ネットワークの充実【県土整備】                  

   ▶ 交流幹線道路網の整備  

▶ 道路網の有効活用  

▶ 鉄道網の整備促進  

▶ 路線バスなどの公共交通の充実・確保  
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Ⅱ 気候変動問題への対応について 

 

近年、記録的な暴風、高波、高潮等をもたらす台風等により、甚大な被

害が発生している。また、地球温暖化などの気候変動の影響により、降雨

量の増加や海面上昇など、自然災害の頻発化・激甚化が懸念されるなど、

まさに気候の非常事態に直面している。ＳＤＧｓの目指す持続可能な社会

を実現するためには、気候変動問題への対応は不可避である。 

そこで、「誰一人取り残さない」というＳＤＧｓの理念を踏まえ、「県民

のいのちを守る持続可能な神奈川」の実現に向け、気候変動問題への対応

を進める。 
 

１ 方向性 

ＳＤＧｓ最先進県として、気候変動問題により、今後想定される事態に 

 備えるとともに、危機感を県民、市町村、企業、団体等と共有し、多くの 

主体が「自分事」として捉え、行動できるよう、連携した取組みを進める。 

 

２ 基本的な対策の柱（案） 

多様な主体と連携し、多角的な対応を進める。 

(1) 今のいのちを守る取組み 

気候変動による災害から今のいのちを守るため、災害復旧や今後への 

備え、被害を最小限に抑えるための取組み等風水害対策の強化を進める。

（取組みの例） 

・ 災害時の情報収集・提供体制の充実 

・ 災害時広域応援体制の強化 

・ 災害時即応体制の強化 

・ 地域の消防力の強化 

・ 災害救援ボランティア活動や県民の防災活動への支援 

・ 帰宅困難者対策や避難対策などの推進 

・ 社会的弱者への対応 

・ 自然災害による被害を最小限にするための計画的なインフラ整備 

・ 緊急的な災害復旧 など 
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(2) 未来のいのちを守る取組み～2050年の「脱炭素社会」に向けて～ 

 「今のいのちを守る取組み」とともに、気候変動の要因となる地球温 

暖化を食い止めるため、温室効果ガス削減等の取組みを進める。 

（取組みの例） 

・ 再生可能エネルギーの利用拡大やイノベーションによる「温室効果 

ガス」の削減 

・ 家庭や事業者における省エネルギー対策の促進 など 

 

(3) 気候変動問題の共有（情報提供、意識啓発） 

気候変動とその影響に関する問題について、県民、市町村、企業、団

体等への情報提供や意識啓発を多様なアプローチにより進める。 

（取組みの例） 

・ 現状と今後想定される事態について、県民、市町村、企業、団体等 

と共有  

・ 気候変動問題を自分事として考えるライフスタイルづくり 

・ 気候変動適応センターによる情報の収集、提供等 

・ 学校におけるＥＳＤの取組みを通した気候変動への理解促進 など 

 

３ 今後の予定 

県民、市町村、企業、団体等と、気候が非常事態にあるという「危機感」 

を共有し、共に行動していくという県の姿勢を明確に示すとともに、速や 

かに対応可能なものから順次取り組む。 
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Ⅲ 「神奈川県教育委員会障がい者活躍推進計画（素案）」について 

 
１ 計画策定にあたって 
（1）策定趣旨 

・ 平成 30 年８月、公務部門における対象障がい者の報告誤りの実態
が全国的に判明。本県においても再点検を行った結果、教育委員会、
知事部局、警察本部において、報告誤りが判明。 

・ 本県では、同年 11 月に学識経験者等で構成する「障がい者雇用促
進検討委員会」を設置し、全庁的に再発防止策等を検討。平成 31 年
４月に同委員会から各種提言を盛り込んだ報告書が提出された。 

・ 令和元年６月の障害者雇用促進法の改正により、国及び地方公共団
体において障がい者の活躍のための取組を盛り込んだ「障害者活躍推
進計画」を作成することとされた。 

・ 障がい当事者の視点に立ち、「ともに生きる社会かながわ憲章」の
理念や教育委員会決議、さらには議会における議論を踏まえて計画を
策定する。 
 
「障がい者の活躍」の定義 
障がい者が、障がい特性や個性に応じて能力を有効に発揮できること 

 
 
（2）策定主体 

神奈川県教育委員会（以下「教育委員会という」。）が策定 
知事部局及び警察本部とは、互いに連携して対応する。 

 
（3）計画期間 

５年間（令和２年度～６年度） 
 
（4）周知・公表 

策定又は改定を行った計画及び毎年度の取組状況等について、イント
ラネットへの掲載等により全職員（＊１）に周知するとともに、県のホ
ームページに掲載して公表 
 
＊１ 特に注記のない限り、「職員」とは、教員や行政事務職員など教育委員会

が任命権者となっているすべての職種の職員を示す。 
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２  教育委員会における障がい者雇用等の状況 
（1）障がい者採用選考の実施等 
   ・  昭和 55年度から、行政事務職員の身体障がい者採用を開始 

  ・ 平成 21年４月から、小中学校事務職員の身体障がい者採用を開始 
   ・ 平成 22年４月から、教員の身体障がい者採用を開始 

・ 平成 30 年度実施の採用選考から、行政事務職員及び小中学校事務
職員について、知的障がい者及び精神障がい者に対象を拡大し、平成
31年４月から採用を開始 

   ・ 令和元年６月から、学校技能員の障がい者採用を開始 
・ 令和元年度実施の採用選考から、教員について、知的障がい者及び
精神障がい者に対象を拡大。また、高等学校の実習助手、特別支援学
校の寄宿舎指導員、図書館等の司書の障がい者採用選考を実施 

 
（2）雇用率の状況 
    令和元年６月１日現在 

任命権者 
法定 
雇用率 

法定雇用障がい者数の
算定基礎となる職員数 

障がい
者の数 

実雇用率 

教育委員会 2.4％ 24,044.0人 390.0人 1.62％ 
 
  ＜参考＞他の任命権者の状況    

任命権者 
法定 
雇用率 

法定雇用障がい者数の
算定基礎となる職員数 

障がい
者の数 

実雇用率 

知事部局 2.5％ 7,791.0人 224.5人 2.88％ 

企 業 庁 2.5％ 1,005.5人 27.0人 2.69％ 

議 会 局 2.5％ 79.5人 2.0人 2.52％ 

警察本部 2.5％ 2,174.5人 43.0人 1.98％ 

 
（3）職場定着の状況 
 ア 採用１年後の定着率   

95.4％ 
※ 対象：障がいのある人を対象とした採用選考による採用者

（直近 10年間（平成 21年度～平成 30年度）採用） 
※ 知的障がい者、精神障がい者の採用は平成 31年４月からのた

め対象外 
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イ 平均勤続年数 

職種 平均勤続年数 採用開始年度 

教 員 ６年６月 平成 22年度 
行 政 事 務 職 員  17年４月 昭和 55年度 

小中学校事務職員 ３年６月 平成 21年度 

※ 対象：障がいのある人を対象とした採用選考による採用者
（令和元年６月１日現在在職者） 

※ 平成 31年４月以降の採用者は対象外 
 

  ＜参考＞ 
 他の任命権者における状況 

   （ｱ）採用１年後の障がいのある職員の職場定着率    

任命権者 身体障がい者 

知事部局等 94.4％ 
警察本部 83.3％ 

※ 知的障がい者、精神障がい者の採用は平成 31年４月からの
ため対象外 

   （ｲ）平均勤続年数    

任命権者 身体障がい者 採用開始年度 

知事部局等 22年２月 昭和 55年度 

警察本部 ３年５月 平成 21年度 

※ 知的障がい者、精神障がい者の採用は平成 31年４月からの
ため対象外 

 

３  障がい者の活躍推進に向けた取組 
（1）推進体制の整備 
   ア 担当職員の設置 

・ 平成 31 年４月に教育局副局長を「障害者雇用統括監」として障
がい者雇用推進の責任者に位置付け 

・ 総務室に専任の課長級職員を１名配置し「障害者雇用推進者」
として選任 

   イ 庁内検討会議の設置等 
・ 教育局内の関係各課や県立学校長の代表等を構成員とする「教育

委員会障がい者雇用推進会議」を設置し、障がいのある職員の働き
やすい職場づくりや障がい者が能力や適性を発揮できるような職
種・職域の拡大や、様々な雇用形態などについて、検討 
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・ 全任命権者の人事担当課長及び関係課長で構成する「障がい者の
活躍推進に関する庁内検討会議」において、毎年度、取組状況を把
握・検証 

・ 学識経験者や障がい者団体関係者等で構成する「障がい者活躍推
進検討委員会」に取組状況等を報告。意見を取組へ反映 

・ 取組等について、障がいのある職員に対するアンケート等を実施
し、意見を取組へ反映 

ウ 相談先の確保等 
・ 教育局及び障がいのある職員が５名以上いる所属に「障害者職業
生活相談員」を配置。相談員は、国の実施する研修等を受講 

   ・ 総務室、教職員人事課及び各教育事務所に相談窓口を設置。産業
医等とも連携 

・ 国等の機関における相談窓口を活用 
エ 障がい理解の促進 

・ 全職員に対する意識啓発として、障がい者への対応や障がい理
解に関する内容を盛り込んだ啓発資料を配付 

・ 障がい者への対応や障がい理解に関する内容の研修を、所属長
（学校長を含む。）をはじめとする全ての管理職等に対し実施し、
さらに管理職等から各所属において職員研修を実施 

・ ｅ－ラーニングの活用を通じて、障がいに係る基礎知識や必要
な配慮等に関する職員理解の促進 

 
（2）職務の選定・マッチング等 
  ・ 行政事務職員については、業務内容が多岐にわたることから、医師

同席の下、採用前の合格者面談を実施し、障がい者一人ひとりの障が
い特性や適した業務等を確認。先輩職員による業務説明等の機会を設
定 

・ 採用後も、所属の管理監督者による面談等を通じて、障がい者一人
ひとりの障がい特性等を把握し、業務との適切なマッチングを推進  

・ 行政事務職員以外の職種（教員、学校技能員など）については、採
用前の合格者面談や採用後の所属の管理監督者による面談等を通じて、
障がい者一人ひとりの障がい特性等を把握し、それぞれの職務におけ
る障がいのある職員の活躍を推進 

 
（3）職場環境の整備 
  ・ 障がい特性に配慮し、多目的トイレ、スロープ、エレベーター、休

憩室等の施設を整備 
・ 就労支援機器（音声読み上げソフト、画面拡大ソフト等）や補助者

（リーディングアシスタント等）の配置など、体制整備を推進 
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・ 所属の管理監督者による面談等を通じて、障がい者一人ひとりの障
がい特性等を把握し、合理的配慮の提供（障がいのある職員のサポー
トとして会計年度任用職員（パートタイム）の配置等） 

 
（4）職員の採用・育成等 

ア 障がい者採用の取組 
・ 県のホームページに募集案内等を掲載する際のウェブアクセシ
ビリティ（＊２）の確保、障がい者団体を通じた周知等 

    ・ 拡大印刷・点字、筆談対応、面接時の就労支援機関の職員等の
同席など、採用選考時の配慮 

・ 令和２年度から、「神奈川県教育委員会サポートオフィス（仮
称）」を設置し、「チャレンジ雇用」や短時間勤務の会計年度任
用職員等、多様な雇用形態による障がい者雇用を検討 

＊２ 高齢者や障がい者を含めて、誰もがホームページ等で提供される情報

や機能を支障なく利用することができること 

イ キャリア形成に向けた取組 
 【教員等】（＊３） 

・ 県立総合教育センター、各教育事務所、各市町村教育委員会の
実施する研修や、校内研修等を通じて、教員等としての資質、専
門性の向上を図る。 

＊３ 教員、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、小中学校事務職員な

ど 

 【教員等以外の職員】   
・ 職員キャリア開発支援センターの研修や、教育委員会主体の専
門研修等を通じて、実務能力、専門性の向上を図る。 

   【研修受講にあたっての配慮】 
    ・ 視覚障がい者について資料を点字化するなど、必要な配慮を行

う。 
  ウ 多様で柔軟な働き方の推進 
    ・ テレワークや拡大時差出勤の活用（教育局の行政事務職員等） 
    ・ 年次休暇等の取得促進 
  エ 人事異動等における配慮 

・ 所属の管理監督者による面談等を通じて、障がい者一人ひとり
の障がい特性等を把握 

    ・ 特に業務内容が多岐にわたる行政事務職員の人事異動にあたっ
ては、業務との適切なマッチング等を図る  

    ・ 下肢に障がいのある職員をエレベーター設備のある学校や施設
に配置するなど、本人と協議の上、必要な範囲で、合理的配慮の
提供 
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（5）優先調達等 
優先調達推進法に基づく障がい者就労施設等への発注等の取組を通

じ、障がい者の活躍の場の拡大を推進 
 
４  目標 

  計画的に取組を推進するため、次のとおり目標を設定する。 

項  目 現状 目標（期限） 

障がい者雇用率 
1.62％ 

（令和元年６月１日） 
2.5％ 

（令和６年６月１日） 

 

５  今後の予定 

令和元年12月   県民意見募集の実施 

    令和２年２月   第１回県議会定例会に「神奈川県教育委員会障がい 

者活躍推進計画（案）」を報告 

令和２年３月   教育委員会に「神奈川県教育委員会障がい者活躍推 

進計画（案）」を付議 

「神奈川県教育委員会障がい者活躍推進計画」の 

策定 
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Ⅳ 「神奈川県条例の見直しに関する要綱」に基づく教育委員会

所管条例の見直し結果について 

 

１ 条例の見直しの仕組み 

県では、条例を常に時代に合致したものとすることを目的と

して、一定期間ごとに条例の見直しを行う全庁的な仕組みを定

める「神奈川県条例の見直しに関する要綱」を制定し、平成 20 

年４月１日から施行した。 

条例の見直しの周期は、５年を経過するごととしており、今

回、「神奈川県奨学金貸付条例」及び「神奈川県文化財保護条

例」について、当該要綱に基づく見直し作業を行ったので、そ

の結果を報告する。 

 

２ 条例の見直しの結果 

条  例  名 見 直 し 結 果 

神奈川県奨学金貸付条例 

  現行条例の運用上の課題は見

受けられず、現時点では改正・

廃止及び運用の改善等の必要は

ない。 

神奈川県文化財保護条例 

  現行条例の運用上の課題は見

受けられず、現時点では改正・

廃止及び運用の改善等の必要は

ない。 
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Ⅴ 県立学校等における台風第19号による損害の状況について 

 

１ 台風第19号の本県への影響（横浜地方気象台まとめ） 

(1) 台風の概況 

10月６日に南鳥島近海で発生した台風第19号は、マリアナ諸島

を西に進みながら、７日には大型で猛烈な台風となった。小笠原

近海を北北西に進み、８日には北よりに進路を変え伊豆諸島北部

を北北東に進んだ。12日19時前に大型で強い勢力で伊豆半島に上

陸した後、関東地方を通過し、13日未明に東北地方の東海上に抜

けた。 

 

(2) 降水の状況 

台風の接近に伴い、神奈川県西部の山地では１時間に60mmを超

える非常に激しい雨を観測し、降り始め（10月10日20時）から10

月 12日 24時までの総降水量は、箱根で 1001.5mm、相模湖で

631.0mm、丹沢湖で542.0mm を観測した。 

 

(3) 風の状況 

横浜地方気象台における風の観測値 

最大風速   秒速23.8m/s (12日 20時36分 南南東の風) 

最大瞬間風速 秒速43.8m/s (12日 20時32分 南南東の風) 

  

(4) 気象警報等の状況 

県内では、10月12日６時23分に大雨警報、暴風警報が発表され、

その後、洪水警報や15時30分に大雨特別警報が発表された。これ

らの警報は、10月13日16時03分までに全て解除された。 
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２ 学校施設等の損害の状況(令和元年12月９日現在) 
(1) 施設区分別損害件数 

施設区分 所属数 
 

損害件数 損害の報告が
あった所属数 

高等学校 142 120 283 
中等教育学校 ２ １ １ 
特別支援学校 28 20 42 
社会教育施設等 10 ６ 20 

合計 182 147 346 

(2) 損害種別件数 

損害種別 損害件数 主な損害の状況 

建物破損 115 窓ガラス、雨樋の破損、屋上防水
シートの剥離等 

工作物破損 77 防球ネットの破損、フェンスの傾
き等 

倒木 48  

雨漏り 106  

合計 346  

  
(3) 損害金額 

施設区分 損害金額 
高等学校 約１億3,419万円 
中等教育学校 約238万円 
特別支援学校 約840万円 
社会教育施設等 約1,007万円 

合計 約１億5,504万円 
 

３ 近隣に与えた損害の状況（１件） 

概要 相手方への対応 
損害金額 

（補償額） 
強風により、高等学校
の防球ネットの支柱を
支えるワイヤーが外
れ、隣接する事業所の
車両に傷をつけた。 

速やかに謝罪するとと
もに、損害については
教育施設賠償責任保険
で対応した。※ 

13万4,717円 

    ※教育委員会では、施設に起因する事故に係る賠償責任を担保
し、速やかに被害者を救済するため、教育施設賠償責任保険
に加入している。 

 

４ 対応状況 

児童・生徒や利用者の教育環境等に支障を来すことがないよう、応

急対応済み。現在、被災した施設の修繕等を順次実施中。 
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Ⅵ 神奈川総合高等学校舞台芸術科設置に向けた進捗状況について 

 

 県教育委員会が平成 30年 10 月に策定した「県立高校改革実施計画（Ⅱ

期）」において、神奈川総合高等学校に演劇など舞台芸術を幅広く学ぶ舞

台芸術科を令和３年度に新たに設置することとした。 

 このため、学校と県教育委員会で構成する舞台芸術科設置のための準備

委員会を設け、「設置計画」の作成や開校に向けた準備に取り組んでい

る。 

 また、学科の設置準備・運営及び指導に携わる専門的な人材を教員とし

て採用するため選考を行っている。 

令和元年９月  設置基本計画案を作成 

 10 月  文教常任委員会で報告 

 

１ 設置計画（案）作成の進捗の状況について 

設置基本計画案をもとに、設置計画（案）の作成に向け、「基本的コ

ンセプト」、「教育課程」における専門科目や「進路指導の工夫」など

の具体的内容について検討を進めている。 

 

(1) 「基本的コンセプト」 

舞台芸術を含めた多様な進路の方向とそのために必要な科目設置の

方向性を示すため、設置計画においては、設置基本計画案に示した内

容の一部について、新たなコンセプト等を付け加える予定 

 

 

ア 多様な進路選択 

俳優・演出・企画・舞台スタッフといった舞台芸術に関わる進

路選択を可能にすることはもとより、国際、教育・福祉など様々

な進路に対応し、既成の概念や進路イメージにとらわれない多様

な進路選択を可能にする学びの選択肢を提供する。  

  

  イ 舞台芸術の教育内容の充実 

舞台芸術の教育課程を編成するにあたっては、①演劇の理論や

歴史に関する科目、②演じるための基礎に関する科目、③公演の
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脚本、演出、企画・制作、舞台技術等に関する科目、④実際に演

じることに関する科目の４つの科目のまとまりに沿って幅広い学

びの選択肢を提供する。 

 

(2) 「教育課程」 

ア 高校卒業に必要な国語や数学、英語などの共通に学ばなければ

ならない科目のほか、舞台芸術科における専門科目として「生徒

が必ず学ばなければならない科目」「生徒がめざす進路等に応じて

選択して学べる科目」を、想定される生徒の進路等を踏まえ示す

予定（現時点での設置予定の専門科目は、以下のとおり） 

 

舞台芸術科「専門科目」（予定） 

 舞台芸術科の生徒が必ず学ばなければならない科目 

１年次 
基礎演技②＊ 基礎舞踊②＊ 演劇概論②＊ 総合音楽② 

基礎舞台技術①＊ 

２年次 
応用演技① 舞台表現演習（１）② 応用舞踊② 

戯曲研究α①＊ 伝統芸能② 応用舞台技術① 

３年次 舞台表現演習（２）② 

 

 
舞台芸術科の生徒がめざす進路等に応じて選択して学べる科目 

：自由選択科目 

２・３ 

年次 

ソルフェージュ②＊ 声楽②＊ 演奏研究②＊ 音楽理論②＊ 

器楽②＊ 鑑賞研究②＊ 音響実習②＊ 素描②＊ 美術史②＊ 

絵画②＊ 彫刻②＊ 基礎デザイン②＊ 版画②＊ 

クラフトデザイン②＊ 映像②＊ 

ファッション造形基礎②＊ 服飾手芸②＊ 身体表現②＊ 

戯曲研究β①＊ スタッフ実習①＊ 

３年次 ビジュアルデザイン②＊ 表現メディアの編集と表現②＊ 

下線は新規設定科目  丸数字は単位数  ＊…普通科との共通履修科目 

 

イ アで設置した科目をもとに、生徒の進路に応じた科目の選択例

を示す予定（現時点での科目選択例は、以下のとおり） 

 

①基本科目選択例 

②舞台芸術の表現者をめざす科目選択例 

③舞台技術のスタッフをめざす科目選択例 

 ④大学進学を意識した科目選択例 
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（例）①基本科目選択例 

    

（例）②舞台芸術の表現者をめざす科目選択例 

    

 

（例）③舞台技術のスタッフをめざす科目選択例 
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①

Ｌ
Ｈ
Ｒ

戯
曲
研
究
β
①
＊

ス

タ
ッ

フ

実

習

①

＊

現代
文Ｂ
(2)
②

世界史Ａ
(日本史Ａ）

②

日本史
Ａ

（世界史Ａ）

②

体育
③

コミュニケーショ

ン

英語Ⅲ
④

演劇
概論
②＊

総合
音楽
②

現代
文Ｂ
(1)
②

現代
社会
②

物理基礎

／化学基礎

／地学基礎

／生物基礎

②

体育
②

基礎
デザ
イン
②＊

化学基礎

／生物基礎

／地学基礎

／物理基礎

②

国語総合
④

数学Ⅰ
④

数学Ａ
②

家庭
基礎
②

体育
②

コミュニケー
ション
英語Ⅰ
④

美術
Ⅰ
②

社会
と
情報
②

基礎
演技
②＊

基礎
舞踊
②＊

表現メ
ディア
の編集
と表現
②＊

コミュニケー
ション
英語Ⅱ
④

数学Ⅱ
④

数学
Ｂ
②

舞台
表現
演習
(1)
②

応用
舞踊
②

伝統
芸能
②

科学と
人間生
活
②

音響
実習
②＊

鑑賞
研究
②＊

舞台
表現
演習
(2)
②

美術
史
②＊

ビジュ
アル
デザ
イン
②＊

単
位
数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1
年
次

保
健
①

テ

ー

マ

学

習

①

Ｌ
Ｈ
Ｒ

基

礎

舞

台

技

術

①

＊

2
年
次

保
健
①

テ
ー

マ
研
究
Ⅰ
①

Ｌ
Ｈ
Ｒ

応
用
演
技
⑪

戯
曲
研
究
α
①
＊

応
用
舞
台
技
術
①

3
年
次

テ
ー

マ
研
究
Ⅱ
①

Ｌ
Ｈ
Ｒ

戯
曲
研
究
β
①
＊

ス

タ
ッ

フ

実

習

①

＊

英語
表現
Ⅰ
②

社会
と
情報
②

基礎
演技
②＊

基礎
舞踊
②＊

演劇
概論
②＊

総合
音楽
②

国語総合
④

数学Ⅰ
④

数学Ａ
②

家庭
基礎
②

体育
②

コミュニケー
ション
英語Ⅰ
④

現代
文Ｂ
(2)
②

世界史Ａ
(日本史Ａ）

(現代社会)

②

日本史
Ａ

（世界史Ａ）

②

体育
③

コミュニケー
ション
英語Ⅲ
④

声楽
②＊

生物基礎

／化学基礎

／地学基礎

／物理基礎

②

舞台
表現
演習
(1)
②

応用
舞踊
②

現代
文Ｂ
(1)
②

古典Ａ
②

現代
社会
②

科学と
人間生
活
②

体育
②

コミュニケー
ション
英語Ⅱ
④

舞台
表現
演習
(2)
②

身体
表現
②＊

ソル
フェー
ジュ
②＊

鑑賞
研究
②＊

音楽
理論
②＊

美術
Ⅰ
②

映像
②＊

伝統
芸能
②

演奏
研究
②＊

音響
実習
②＊
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（例）④大学進学を意識した科目選択例（私立大学文系希望の場合） 

    

※ 丸数字は単位数 

※ 網かけは舞台芸術科の専門科目 

※ 網かけの無い科目は、普通科・舞台芸術科共通の科目 

 

ウ 基本的コンセプトに示した「４つの科目のまとまり」におけ

る、それぞれの主な設置科目の学習内容を示す予定 

（現時点での科目の説明内容は、以下のとおり） 

 

＜記載例＞ 

    ①演劇の理論や歴史に関する科目 

     〇演劇に関する理論と歴史等の基礎的な知識を学ぶ科目 

      演劇概論 

演劇を学ぶ基礎として、演劇理論や演劇史の概要を学び、

演劇に関する基礎的な知識・技能を育成する。 

      戯曲研究α・β 

       様々な国や時代の戯曲を読み込むことで、プロット分析

や、せりふやト書きの役割、葛藤、クライマックスなどの戯

曲の構成や特色を学び、それを生かしながら短編戯曲作成に

取り組み、表現力を育成する。 

 

 

 

 

単
位
数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1
年
次

保
健
①

テ

ー

マ

学

習

①

Ｌ
Ｈ
Ｒ

基

礎

舞

台

技

術

①

＊

2
年
次

保
健
①

テ
ー

マ
研
究
Ⅰ
①

Ｌ
Ｈ
Ｒ

応
用
演
技
②

戯
曲
研
究
α
①
＊

応
用
舞
台
技
術
①

3
年
次

世

界

史

(

日

本

史

)

研

究

Ｂ

①

テ
ー

マ
研
究
Ⅱ
①

Ｌ
Ｈ
Ｒ

戯
曲
研
究
β
①
＊

ス

タ
ッ

フ

実

習

①

＊

国語総合
④

家庭
基礎
②

数学Ⅰ
④

数学Ａ
②

生物基礎

／化学基礎

／地学基礎

／物理基礎

②

体育
②

コミュニケー
ション
英語Ⅱ
④

現代
社会
②

現代
文Ｂ
(2)
②

古典
研究
②

世界史
(日本史)

研究Ａ
②

日本史Ａ
（世界史Ａ）

②

英語
表現
Ⅱ(2)
②

体育
③

現代
文Ｂ
(1)
②

古典Ｂ
④

世界史Ｂ
（日本史B)
④

科学と
人間生
活
②

体育
②

総合
音楽
②

演劇
概論
②＊

伝統
芸能
②

舞台
表現
演習
(1)
②

応用
舞踊
②

社会
と
情報
②

基礎
演技
②＊

基礎
舞踊
②＊

コミュニケー
ション
英語Ⅲ
④

グロー
バル
学習
②

舞台
表現
演習
(2)
②

身体
表現
②＊

鑑賞
研究
②＊

英語
表現
Ⅱ(1)
②

コミュニケー
ション
英語Ⅰ
④

英語
表現
Ⅰ
②
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    ②演じるための基礎に関する科目 

     〇演技に必要な技能、身体表現の能力等を育成する科目 

      基礎演技・応用演技 

発声等の演技の基礎を学ぶとともに、協働してさまざまな

アクティビティを行うことを通して、他者との関わりの中で

自己理解・他者理解を深め自分を表現する能力を育成する。 

      基礎舞踊・応用舞踊 

       自分の意識と身体の関係、身体の個性や特徴などを理解

し、ダンスの種類、国や地域による舞踊文化の違いなどを学

びながら、踊る身体づくりをめざし、豊かな表現力を身につ

ける。 

    ③公演の脚本、演出、企画・制作、舞台技術等に関する科目 

     〇公演に必要となる実践的な知識・技能等を育成する科目 

      基礎舞台技術・応用舞台技術 

舞台づくりに必要な照明・音響・舞台美術に関する基礎的

な知識・技術や安全についての心構えを学び、戯曲を題材に

照明、音響、舞台美術のデザインやプランニングを行い、舞

台発表に必要な能力を高める。 

    ④実際に演じることに関する科目 

     〇学科の学びの中心として、①②③の科目で学んだことを総合

的に演習することを通して、一つの舞台芸術をつくりあげる

ことのできる能力を育成する科目 

      舞台表現演習（１）（２） 

       ①②③の科目で学んだ演出、企画・制作、舞台技術等の知

識・技術を生かし、戯曲の内容を理解し、出演者とスタッフ

が協働して一つの舞台をつくりあげることで、問題解決能力

や人間関係能力を育成する。 
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(3) 「進路指導の工夫」 

生徒の進路に応じた多様な科目設定と、学科の特性による科目選択

例を踏まえた進路指導の工夫について示す予定（現時点での進路指導

の工夫の内容は、以下のとおり） 

 

 

 

 

これまでの県立高校における各校の進路指導に加えて、舞台芸術

科の特性を踏まえ、入学直後から専門家の舞台の見学や講演など、

体験的なキャリア教育を展開する。また、舞台芸術の専門分野のみ

ならず、生徒のめざす多様な進路の実現につなげるため、舞台芸術

科の学習を通して身に付ける資質・能力を生かせる進路についての

情報収集に努める。併せて、他都県の先行校への訪問や舞台芸術科

設置にあたり、専門家からの聞き取り内容なども踏まえながら、生

徒一人ひとりのニーズに沿った指導を行い、進路希望の実現に資す

る進路指導の計画や方法を確立する。 

 

 

 

 

【参考】「設置計画（案）」の記載予定項目 

１ 対象校・位置・実施年度   ５ 入学者選抜 

２ 設置の目的         ６ 教育課程 

３ 基本的コンセプト      ７ 施設・設備の整備 

４ 設置形態           
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２ 舞台芸術科の指導体制等について 

 (1) 舞台芸術に関する指導体制の考え方 

基本コンセプトを踏まえ、舞台芸術科としての特色ある教育活動を

展開できるよう、学科をとりまとめる指導的な役割を果たす教員を核

に、専門的な知識を持つ外部講師と教員のティーム・ティーチングに

よる指導を実施する方向で検討中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 「②学科を担当する教員」は、舞台芸術科の教科・科目等の授業を担当する教

員で、教員免許状を有しない「③専門家講師」とともに舞台芸術に関する専門科

目を担当し、ティーム・ティーチングによる授業を実施。教員免許状を所有する

教員としての視点から、生徒を指導・支援 

 

 (2) 神奈川総合高等学校舞台芸術科教員採用選考応募状況について 

教員としての資質や能力を十分に有するとともに、舞台芸術に携わ

った知識や経験を生かし、舞台芸術科の設置準備、運営及び指導に即

戦力となる専門的な指導等ができる者を教員として１名募集 

○ 第１次選考 

 ・書類審査（職務経歴・実績書及び論文等） 

    ・応募者数 23 名（平均年齢 37.5 歳） 

   ・第１次選考合格者数 11 名 

○ 第２次選考（12月７日（土）・８日（日）実施） 

   ・口頭試問（専門家２名を加えて選考） 

   ・面接 

  ○ 第２次選考合格発表 12 月下旬（予定） ※ 合否は全員に文書で通知 

①学科をとりまとめる指導的な役割を果たす教員 

（現在公募選考中） 

②学科を担当する教員 

（人事異動等により確保） 

③専門家講師（会計年度任用職員） 

（大学や演劇団体等を通じて確保） 

ティーム・ティーチング 
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第３回中学生対象演劇ワークショップ開催 

(神奈川総合高校主催) 

※10月 20 日（日）第１回中学生対象演劇ワークショップ【参加者 30名】 

11 月 10 日（日）第２回中学生対象演劇ワークショップ【参加者 30名】 

神奈川総合高等学校で演劇科目を担当している教員が実施。 

 

教員採用第２次選考合格発表 

第４回中学生対象演劇ワークショップ開催 

(神奈川総合高校主催) 

※ 舞台芸術科説明会も開催 

設置計画（案）について有識者からの意見聴取 

第１回県議会定例会に設置計画（案）を報告 

教育委員会に設置計画（案）を付議 

令和３年度学科改編に伴う諸規定の改正 

令和３年度学科改編による新しい学校として教育

活動開始 

３ 今後の予定 

 

   令和元年 12 月 14 日 

 

 

 

 

 

         12 月下旬 

  令和２年 １月 19日 

        

 

１月 

 ２月 

３月 

 11 月 

令和３年 ４月 
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Ⅶ  神 奈 川 県 立 の ふ れ あ い の 村 の 指 定 管 理 者 の 選 定 基 準 に つ

いて  

 

１  対象施設  

(1) 足柄ふれあいの村  

(2) 愛川ふれあいの村  

 

２  選定基準について  

(1) サービスの向上（ 50 点）  

県が求めるサービス水準を達成できる提案か、事業者のノウハウを 

活かした効果的なサービスの提供が提案されているかについて評価す

る。 

 

評 価 項 目  評 価 の 視 点  配点 

１  指 定 管

理 業 務 実

施 に あ た

っ て の 考

え 方 、 運

営 方 針 等  

指 定 管 理 者

と し て の 基

本 方 針 等  

・指 定 管 理 業 務 全 般 を 通 じ た

団 体 等 の 総 合 的 な 運 営 方

針 、 考 え 方  

・業 務 の 一 部 を 委 託 す る 場 合

の 業 務 内 容 等  

５  

２  施 設 の

維 持 管 理  

施 設 及 び 設

備 の 維 持 管

理 に 関 す る

業 務  

・環 境 整 備（ 施 設 内 の 樹 木 管

理 ・ 除 草 、清 掃 ・ 美 化 、保

健 衛 生 管 理 等 ）に つ い て の

実 施 方 針  

・維 持 修 繕（ 施 設・設 備 の 維

持 管 理 業 務 、敷 地 内 工 作 物

の 維 持 管 理 業 務 、備 品 等 管

理 業 務 ）に つ い て の 実 施 方

針  

・防 災・防 犯 等 の 安 全 対 策（ 自

衛 組 織 の 編 成 及 び 訓 練 の

実 施 、対 応 マ ニ ュ ア ル の 作

成 、夜 間 警 備 ）に つ い て の

実 施 方 針  

 

５  
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評 価 項 目  評 価 の 視 点  配点 

３  利 用 促

進 の た め

の 取 組 、

利 用 者 へ

の 対 応 、

利 用 料 金  

自 然 体 験 活

動 事 業 の 実

施 方 針 及 び

学 校 教 育 に

お け る 自 然

体 験 活 動 の

推 進  

・年 間 を 通 じ よ り 多 く の 利 用

を 図 る た め に 実 施 す る 自

然 体 験 活 動 事 業 の 実 施 方

針 、 内 容 等  

・学 校 教 育 に お け る 自 然 体 験

活 動 の 推 進 に 向 け た 考 え

方（ 足 柄 ふ れ あ い の 村 の 場

合 に は 、不 登 校 対 策 自 然 体

験 活 動 事 業 の 実 施 を 含 む ） 

 

15 

サ ー ビ ス 向

上 や 利 用 促

進 の た め の

取 組 及 び 利

用 料 金  

・年 間 を 通 じ よ り 多 く の 利 用

を 図 る た め に 行 う 広 報・Ｐ

Ｒ 活 動 の 内 容 等  

・サ ー ビ ス 向 上 の た め に 行 う

利 用 者 ニ ー ズ・苦 情 の 把 握

及 び そ の 内 容 の 事 業 等 へ

の 反 映 の 仕 組 み 等  

・ 手 話 言 語 条 例 へ の 対 応  

・施 設 の 特 性 を よ り 効 果 的 に

活 か す た め に 行 う 自 主 事

業 の 内 容 及 び 料 金 等  

・利 用 料 金 の 設 定 、減 免 の 考

え 方  

 

10 
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評 価 項 目  評 価 の 視 点  配点 

４  事 故 防

止 等 安 全

管 理  

日 常 の 安 全

管 理 及 び 緊

急 時 の 対 応  

・通 常 の 指 定 管 理 業 務 を 行 う

際 の 事 故 防 止 等 の 取 組 内

容  

・事 故・不 祥 事 等 の 緊 急 事 態

が 発 生 し た 場 合 や 安 全 管

理 の 妨 げ と な り う る 事 案

を 認 知 し た 際 の 対 応 方 針  

・急 病 人 等 が 生 じ た 場 合 の 対

応 （ 救 急 救 命 士 等 の 配 置 、

救 命 に 関 す る 職 員 研 修 等 ） 

10 

５  地 域 と

連 携 し た

魅 力 あ る

施 設 づ く

り  

地 域 と の 協

力 体 制 の 構

築 等  

・地 域 人 材 の 活 用 、地 域 と の

協 力 体 制 の 構 築 及 び ボ ラ

ン テ ィ ア 団 体 等 の 育 成・連

携 の 取 組 内 容  

・地 元 企 業 へ の 業 務 委 託 等 に

よ る 迅 速 か つ き め 細 か い

サ ー ビ ス の 提 供 に 向 け た

取 組 内 容  

５  

 

(2) 管理経費の節減等（ 25 点）  

県が求めるサービス水準を確保するための管理経費が正確かつ適切

に積算された収支計画となっているか、民間事業者のノウハウを活か

した合理的な経費節減策が提案されているかについて評価する。 

 

評 価 項 目  評 価 の 視 点  配点 

６  節 減 努

力 等  

・「 最 低 の 提 案 額 」と「 積 算 価 格 か ら 20％

節 減 し た 額 」の う ち 、高 い 金 額 ×25 点 ／

提 案 額 （ 積 算 価 格 か ら 20％ 以 上 節 減 し

て い る 場 合 は 、 積 算 価 格 か ら 20％ 節 減

し た 額 ）  

 

(注 １ )「 提 案 額 」、「 積 算 額 」は 指 定 期 間

内 の 総 額 と す る 。  

(注 ２ )評 価 点 は 小 数 点 以 下 切 捨 て と す

る 。  

25 
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(3) 団体の業務遂行能力（ 25 点）  

指定管理業務を遂行できる安定した経営基盤と相応の規模を有して

いるか、指定管理業務を遂行できる技術的能力（専門人材の配置、類似

業務の実績等）が確保されているかについて評価する。 

 

評 価 項 目  評 価 の 視 点  配点 

７  人 的 な

能 力 、 執

行 体 制  

人 員 配 置 及

び 業 務 委 託

の 方 針 等  

・ 指 定 期 間 を 通 じ て 効 果 的 ・

効 率 的 に 指 定 管 理 業 務 を

行 う た め の 人 員 配 置 等 の

状 況  

・業 務 の 一 部 を 委 託 す る 場 合

の 管 理 ・ 指 導 体 制 の 状 況  

・指 定 期 間 を 通 じ て 安 定 し て

指 定 管 理 業 務 を 行 う た め

の 人 材 育 成 や 職 員 採 用 の

状 況 、労 働 時 間 短 縮 の 取 組

や 職 場 の ハ ラ ス メ ン ト 対

策 な ど 労 働 環 境 の 確 保 に

係 る 取 組 状 況  

 

５  

８  財 政 的

な 能 力  

財 政 的 な 能

力  

・安 定 し た 指 定 管 理 業 務 の 実

施 を 判 断 す る 指 標 と し て

の 団 体 等 の 経 営 状 況 、団 体

等 の 事 業 の 継 続 性・安 定 性

の 度 合 い 、団 体 等 の 事 業 の

信 頼 性 の 度 合 い  

 

５  
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評 価 項 目  評 価 の 視 点  配点 

９  コ ン プ

ラ イ ア ン

ス 、 社 会

貢 献  

諸 規 程 の 整

備  

・指 定 管 理 業 務 を 実 施 す る た

め に 必 要 な 団 体 等 の 企 業

倫 理・諸 規 程 の 整 備 、施 設

設 備 の 維 持 管 理 に 関 す る

法 規 や 労 働 関 係 法 規 な ど

の 法 令 遵 守 の 徹 底 に 向 け

た 取 組 の 状 況（ 労 働 条 件 審

査 の 実 施 予 定 な ど 施 設 職

員 に 係 る 労 働 条 件 の 確 認

の 有 無 を 含 む ）  

 

５  

環 境 へ の 配

慮  

・指 定 管 理 業 務 を 行 う 際 の 環

境 へ の 配 慮 の 状 況  

 

障 が い 者 等

へ の 配 慮  

・ 法 定 雇 用 率 の 達 成 状 況 等 、

障 害 者 雇 用 促 進 の 考 え 方

と 実 績  

・障 害 者 差 別 解 消 法 に 基 づ く

合 理 的 配 慮 な ど 、「 と も に

生 き る 社 会 か な が わ 憲 章 」

の 主 旨 を 踏 ま え た 取 組 に

つ い て の 考 え 方  

・ 手 話 言 語 条 例 へ の 対 応  

 

社 会 貢 献 へ

の 取 組  

・社 会 貢 献 活 動 等 、Ｃ Ｓ Ｒ の

考 え 方 と 実 績 、 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ

（ 持 続 可 能 な 開 発 目 標 ）へ

の 取 組  
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評 価 の 視 点  評 価 項 目  配点 

10  事 故 ・

不 祥 事 へ

の 対 応 、

個 人 情 報

保 護  

事 故 ・ 不 祥

事 へ の 対

応 、 個 人 情

報 保 護  

・募 集 開 始 の 日 か ら 起 算 し て

過 去 ３ 年 間 の 重 大 な 事 故

ま た は 不 祥 事 の 有 無 な ら

び に 事 故 等 が あ っ た 場 合

の 対 応 状 況 及 び 再 発 防 止

策 構 築 状 況  

・個 人 情 報 保 護 に つ い て の 方

針・体 制 、職 員 に 対 す る 教

育・研 修 体 制 及 び 個 人 情 報

の 取 扱 い の 状 況  

 

５  

11  こ れ ま

で の 実 績  

こ れ ま で の

実 績  

・指 定 管 理 施 設 と 類 似 の 業 務

を 行 う 施 設 等 で の 管 理 実

績 の 状 況  

・県 又 は 他 の 自 治 体 に お け る

指 定 取 消 し の 有 無  

 

５  

 

３  今後の予定  

 

令和２年  １月～  指定管理者を募集  

 ４月～  外部評価委員会等による候補者選定  

 ６月  教 育 委 員 会 に 指 定 管 理 者 の 指 定 案 の

申出を付議  

第 ２ 回 県 議 会 定 例 会 に 指 定 管 理 者 の

指定議案を提出  

令和３年  ４月  指定管理者による管理運営開始  
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Ⅷ  平成 30年度  神奈川県児童・生徒の問題行動等調査結果に

ついて  

 

１  調査の概要  

(1) 目的  

い じ め ・ 暴 力 な ど 児 童 ・ 生 徒 の 問 題 行 動 や 不 登 校 等 に

つ い て 、 児 童 ・ 生 徒 指 導 上 の 取 組 み を 一 層 充 実 さ せ る と

と も に 、 児 童 ・ 生 徒 の 問 題 行 動 等 の 未 然 防 止 や 早 期 発 見 、

早 期 対 応 に つ な げ る た め 、 文 部 科 学 省 の 調 査 に 基 づ き 、

「 神 奈 川 県 児 童 ・ 生 徒 の 問 題 行 動 等 調 査 」 を 毎 年 度 実 施

している。  

(2) 調査対象  

県 内 公 私 立 小 学 校 、 中 学 校 、 義 務 教 育 学 校 、 中 等 教 育

学校、高等学校及び特別支援学校の全校  

(3) 集計方法  

平 成 30年 度 に 発 生 し た 内 容 に つ い て 、 各 公 立 学 校 は 県

教 育 委 員 会 が 、 各 私 立 学 校 は 福 祉 子 ど も 未 来 局 が 集 計 し 、

文部科学省に報告した。  

な お 、 結 果 の 公 表 に あ た っ て は 、 義 務 教 育 学 校 の １ 学

年 か ら ６ 学 年 ま で は 「 小 学 校 」 に 、 義 務 教 育 学 校 の ７ 学

年 か ら ９ 学 年 ま で 及 び 中 等 教 育 学 校 の 前 期 課 程 は 「 中 学

校 」 に 、 ま た 、 中 等 教 育 学 校 の 後 期 課 程 は 「 高 等 学 校 」

に、それぞれ含まれる。  

 

２  公立学校の調査結果  

(1) いじめについて  

平 成 30年 度 、 公 立 小 ・ 中 ・ 高 ・ 特 別 支 援 学 校 に お い て 、

前年度より 5,109件多い、 25,106件のいじめを認知した。

内 訳 は 、 小 学 校 で 4,475件 の 増 加 、 中 学 校 で 754件 の 増 加 、

高 等 学 校 で 38件 の 減 少 、 特 別 支 援 学 校 で 82件 の 減 少 で あ

った。（【図１】参照）  

小 学 校 に お け る い じ め 認 知 件 数 の 増 加 に つ い て は 、 い

じ め を 初 期 段 階 の も の も 含 め て 積 極 的 に 認 知 し た 結 果 と

捉 え ら れ る 一 方 、 児 童 全 体 の 傾 向 と し て 、 「 自 分 の 思 い

を 伝 え 相 手 の 思 い を 受 け 止 め る こ と が で き る 」 や 「 暴 力

に 至 る 前 に ト ラ ブ ル を 回 避 ・ 解 決 で き る 」 等 の 、 コ ミ ュ

ニ ケ ー シ ョ ン ス キ ル や 自 分 の 感 情 を コ ン ト ロ ー ル す る ス
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キ ル 等 が 、 児 童 に 十 分 に 身 に 付 い て い な い こ と が 、 一 因

として挙げられる。  

な お 、 い じ め の 「 重 大 事 態 」 の 発 生 件 数 は 、 前 年 度 か

ら３件減少の 21件（小 10件、中 11件）であった。  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

次 に 、 い じ め の 解 消 状 況 に つ い て 、 今 回 、 本 県 独 自 の

調 査 項 目 と し て 、 従 来 の 年 度 末 時 点 で の い じ め の 「 解 消

率 」 に 加 え 、 新 た に 、 次 年 度 の ７ 月 19日 時 点 で の 「 解 消

率 」 を 設 け た と こ ろ 、 そ れ ぞ れ の 時 点 で の 「 解 消 率 」 は

【図２】のとおりであった。  

各 学 校 に お い て 、 年 度 を 越 え て 、 情 報 を 引 き 継 ぎ な が

ら 、 解 消 に 向 け た 指 導 ・ 支 援 、 見 守 り を 続 け た 結 果 と 捉

え ら れ る 。 解 消 し て い な い い じ め へ の 取 組 み と と も に 、

い じ め が 解 消 し た と み な し た 後 も 、 引 き 続 き 関 係 の 児

童・生徒の様子を見守っていくことが重要である。  

 

 

 

 

 

 

【 図 １ 】 い じ め の 認 知 件 数 の 推 移 （ 公 立 小 ・ 中 ・ 高 ・ 特 別 支 援 学 校 ）  
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(2) 暴力行為について  

公 立 小 ・ 中 ・ 高 等 学 校 に お け る 平 成 30年 度 の 暴 力 行 為

の発生件数は、前年度より 594件増加し 10,007件であった。

内訳は、小学校で 497件の増加、中学校で 13件の増加、高

等学校で 84件の増加であった。（【図３】参照）  

小学校における暴力行為の発生件数の増加について

は、いじめと同様に、コミュニケーションスキルや自分

の感情をコントロールするスキル等が、児童に十分に身

に付いていないことが一因として挙げられる。  

 

【 図 ３ 】 暴 力 行 為 の 発 生 件 数 の 推 移 （ 公 立 小 ・ 中 ・ 高 等 学 校 ）  

 

【 図 ２ 】 い じ め が 解 消 し て い る 割 合  

(%) 
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次 に 、 「 学 年 別 加 害 児 童 ・ 生 徒 数 」 を 見 る と 、 小 学 校

３ 年 生 、 ４ 年 生 で 暴 力 行 為 が 大 き く 増 加 し て い る 。

（【図４】参照）  

ま た 、 参 考 と し て 「 学 年 別 の い じ め 認 知 件 数 」 を 見 る

と 、 小 学 校 ３ 年 生 か ら ５ 年 生 が 、 認 知 件 数 の 最 も 多 い 学

年となっている。（【図５】参照）  

 

【 図 ４ 】 暴 力 行 為 の 学 年 別 加 害 児 童 ・ 生 徒 数 の 推 移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 図 ５ 】 学 年 別 い じ め 認 知 件 数 の 推 移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校３、４年生は、少しずつ自分のことを客観的に

捉えられるようになるが、発達の個人差がまだ見られる

ため、他者と比較する中で、自己に対する肯定的な意識

をもてず、劣等感をもちやすくなるといった時期といわ

れている。また、この時期には、集団活動に参加する中

で、集団のルールの意義を理解し、自分たちで主体的に

ルールを作り、守るようになるともいわれている。  

（ 件 ）  
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他者と人間関係を築いていくことを学ぶこの時期に、

自分の存在を大切に思う自己肯定感の醸成を心がけると

ともに、自分の思いを伝え、相手の思いを受け止めるこ

とができるコミュニケーションスキルや、自分の感情を

コントロールするスキル等について、重点的に指導する

ことが重要である。  

 

(3) 長期欠席・不登校について（公立小・中学校）  

公立小・中学校における長期欠席者数は、前年度より

1,480人 増 加 し 17,427人 、 長 期 欠 席 者 の う ち 、 不 登 校 児

童・生徒数は、前年度より 884人増加し 12,594人であった。

（【図６】参照）  

「不登校は問題行動ではないこと」「適度な休養の必

要性」等の「義務教育の段階における普通教育に相当す

る教育の機会の確保等に関する法律（以下、「教育機会

確保法」という。）」の趣旨を踏まえ、学校が欠席理由

を不登校と積極的に捉えるとともに、不登校児童・生徒

は環境によって誰にでも起こり得ることとし、「学校に

登校する」という結果のみを目標にするのではなく、将

来の社会的自立に向けて、家庭や関係機関等と連携し、

多様な支援を行うようになったことが増加の一因と考え

られる。  
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【 図 ６ 】 理 由 別 長 期 欠 席 者 （ 年 度 間 に 通 算 30日 以 上 欠 席 し た  

児 童 ・ 生 徒 ） 数 の 推 移 （ 公 立 小 ・ 中 学 校 ）  
 

平 成 30年 度 、 学 校 外 の 専 門 機 関 や 、 民 間 団 体 等 で 相

談・指導等を受けている不登校児童・生徒数が増加して

いる。（【図７】参照）  

中でも、教育支援センター等の教育分野の相談機関に

加えて、病院、診療所等の医療機関や、児童相談所、保

健所等の福祉機関で相談・指導を受けた人数が大きく増

加した。  

発 達 に 関 す る 相 談 や 起 立 性 調 節 障 害 等 に 関 す る 受 診 、

家 庭 環 境 の 課 題 へ の 対 応 な ど 、 不 登 校 の 要 因 が 多 様 化 す

る 中 、 今 後 も 、 学 校 と 医 療 ・ 福 祉 等 が よ り 連 携 を 深 め 、

協働で支援を行うことが重要である。  

ま た 、 「 教 育 機 会 確 保 法 」 で は 、 不 登 校 の 児 童 ・ 生 徒

に 対 す る 、 「 学 校 以 外 の 場 で の 多 様 で 適 切 な 学 習 活 動 の

重 要 性 」 が 示 さ れ た 。 学 校 が 、 今 後 も フ リ ー ス ク ー ル 等

と の 連 携 を よ り 一 層 深 め 、 一 人 ひ と り の 社 会 的 自 立 に 向

けて協働で支援を行うことが重要である。  
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【 図 ７ 】 相 談 ・ 指 導 等 を 受 け た 学 校 外 の 相 談 機 関 等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 長期欠席・不登校について（公立高等学校）  

公立高等学校における長期欠席者数については 6,920人

となり、前年度より 451人減少した。うち不登校生徒数は

2,705人 (長 期 欠 席 者 の 39.1％ )で 、 前 年 度 よ り 268人 増 加

した。（【図８】参照）  

 

【 図 ８ 】 理 由 別 長 期 欠 席 者 数 の 推 移 （ 公 立 高 等 学 校 全 日 制 ・ 定 時 制 合

計 ）  

 

 

 (5) 中途退学者について  

       公立高等学校全体における中途退学者数は 2,929人であ

った（全日制は 113人増加、定時制は７人増加、通信制は

111人減少）。中途退学率については、全日制と定時制は

上昇、通信制は下降であった。（【図９】参照）  
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【 図 ９ 】 公 立 高 等 学 校 に お け る 中 途 退 学 者 数 の 推 移 （ 全 日 制 ・ 定 時

制 ・ 通 信 制 別 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 全国における本県の状況について（国・公・私立学校）  

(ｱ)  いじめ（小・中・高・特）  

認知件数６番目： 1,000人あたりの件数 31番目  

＜前年度認知件数５番目： 1,000人あたり 28番目＞  

(ｲ)  暴力行為（小・中・高）   

発生件数１番目： 1,000人あたりの件数３番目  

    ＜前年度発生件数１番目： 1,000人あたり２番目＞  

 (ｳ) 不登校（小・中）     

児童･生徒数２番目： 1,000人あたりの人数７番目  

＜前年度児童･生徒数２番目： 1,000人あたり３番目＞  

  (ｴ) 不登校（高校）        

生徒数３番目： 1,000人あたりの人数 23番目  

＜前年度生徒数３番目： 1,000人あたり 21番目＞  

 

３  県教育委員会の主な取組み  

いじめ・暴力行為及び不登校への対策として、主に次

の事業等のより一層の推進を図る。  

 

(1) かながわ元気な学校ネットワークの推進  

（平成 23年度～）  

産･官 ･学 ･民からの委員で構成する「かながわ元気な学

校ネットワーク推進会議」 (平成 23年８月設置 )を推進母

体に、「魅力ある学校づくり推進プロジェクト」等に取
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り組むことにより、子どもたちに加え、教職員・保護者、

さらに地域の人たちも元気にするような学校づくりを推

進する。  

 

(2)  「 か な が わ 子 ど も ス マ イ ル （ SMILE） ウ ェ ー ブ 」 の 展

開                 （平成 23年度～）  

平成 24年３月に開催した「かながわ元気な学校づくり

全県生徒代表総会」を契機として、県内の各地域で大人

が子どもの育ちに関心をもち、積極的に子どもと関わり

を深めるため、「地域フォーラム」を開催する。  

 

(3) かながわ「いのちの授業」の推進   （平成 24年度～）  

「いのち」のかけがえのなさ、夢や希望をもって生きる

ことの大切さ、人への思いやりなど、「いのち」や他者と

の関わりを大切に、子どもたちにあらゆる人がかかわって

百万通りの「いのちの授業」を展開し、心ふれあう教育の

推進を図る。  

 

(4) 学級経営支援事業         （平成 27年度～）  

小学校において、経験豊かな退職教員を非常勤講師と

して派遣し、課題を抱える児童や学級に対し、継続的指

導・支援を行い、問題行動等の未然防止や学力向上の基

盤となる学級経営の充実を図る。  

 

(5) 教育相談等の充実  

ア  スクールカウンセラーの配置     （平成７年度～）  

【令和元年度の配置状況】  

 

中   学   校：全中学校に配置（政令市は独自に配置）  

高 等 学 校： 82校を拠点として配置  全県立高等学校  

及び中等教育学校に対応  

教育事務所：平成 27年度からスクールカウンセラーアド  

バイザーを配置し、スクールカウンセラー  

の相談業務を支援  

 

 

 

 

小   学   校：中学校に配置のスクールカウンセラーが対応   
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イ  スクールソーシャルワーカーの配置  （平成 21年度～）  

【令和元年度の配置状況】  

小・中学校：４教育事務所に配置  

（政令・中核市は独自に配置）  

 

 

ウ  教育相談コーディネーターの養成・配置  

   （平成 16年度～）  

国 が示す「 特別 支援教育 コー ディネー ター 」を、 県

の「支援教育」 の理念に基づき 養成し、チーム 支援の

中核を担う役割として、全ての公立学校に配置  

 

エ  相談窓口の開設           （平成６年度～）  

総合教育センターに電話相談窓口「いじめ 110番」を

開設。平成 18年度からは 24時間受付体制とし、現在は

「 24時間子どもＳＯＳダイヤル」と名称を変え、対応  

    また、ＳＮＳを活用したいじめ相談を平成 30年度か

ら実施し、「いじめ」を含む子どもたちの様々な相談

に対応  

 

(6) 不登校相談会・進路情報説明会    （平成 18年度～）  

県・市町村教育委員会と県内各地のフリースクールや

フリースペースとの連携・協働により、不登校で悩む児

童・生徒や高校中退者及びその保護者等を対象に相談会

を行い、進路に見通しがもてるように情報提供し、一人

ひとりの社会的自立や学校生活の再開に向けて支援する。  

高 等 学 校： 30校を拠点として配置  全県立学校に対応  
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Ⅸ 令和元年度「ＳＮＳいじめ相談＠かながわ」の実施結果について 

 

１ 相談の概要 

(1) 目的 

   中高生の多くがＳＮＳをコミュニケーション手段として活用している

ことなどを踏まえ、平成30年度に引き続き、文部科学省の補助事業(国

10/10)を活用し、「ＬＩＮＥ」を活用した相談窓口を開設し、生徒のい

じめ等に関する相談に対応した。 

 

(2) 使用ＳＮＳ 

無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」 

 

(3) 相談対象生徒 

県内のすべての中高生約44万人［昨年度は約５万８千人（抽出）］ 

    

(4)  実施日時 

    令和元年８月26日(月)～９月22日(日)の４週間 18時～21時 

   ［昨年度は９月10日(月)～23日(日)の２週間 17時～21時］ 

 

(5)  実施方法 

    生徒へ相談窓口につながるＱＲコードを記載したカードを配付 

生徒は「友だち登録」を行い、実施日時にＬＩＮＥに接続 

 

(6)  委託事業者 

  トランス・コスモス(株)  

 (株)アイディアヒューマンサポートサービス 

 

(7)  相談員態勢 

相談員３～12人（日によって配置数を変更） 管理者２人 

相談員一人の対応回線数 ２回線 

※相談員へのアンケートによると、２回線の対応に特に問題 

はなかったとの回答が９割以上だった。 

 

(8)  アンケートの実施 

相談直後及び相談期間終了後に、生徒が相談についてどのような印象

を持ったか、改善に結び付いたか等、ＬＩＮＥ上でアンケートを行った。 
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２ 実施結果 

(1)  概要 

ア 友だち登録者数：3,975人 

イ  相談アクセス件数：2,456件 

ウ  相談件数：1,473件（相談者の実人数：901人） 

エ  同一相談者による２回以上の相談回数の状況 

２回160人、３回72人、４回29人、５回14人、６回以上24人 

 

(2)  詳細 

ア 日時別相談対応件数等 

・  相談対応件数は、２日目の123件が最多、最少は９月20日(金)で

22件 

・ 相談開始直後は、アクセス件数が増加するが、時間の経過に伴っ

て徐々に減少していく傾向が見られた。 

・ 曜日別では火曜日が最多で、土曜日、日曜日の相談件数が少な

かった。 

・ 相談対応率は60.0％ 

・ 相談員の配置人数を工夫することや、相談員一人２回線まで対応

することで、対応率が下がらないように努めた。 

    

イ 男女別件数：男性130件、女性503件、その他７件、不明833件 

 

ウ 学校種別相談件数：中学校36.0％、高等学校8.8％、不明53.2％      

など 

 

エ  学年別内訳 

中 学 校： １年生227件、２年生184件、３年生90件、 

学年不明30件 

高等学校： １年生68件、２年生30件、３年生23件、 

学年不明８件 

校種学年ともに不明   784件            など 

 

オ  相談に要した時間 

平均対応時間：58分、30分～60分未満が一番多い(521件) 
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カ  相談内容別相談件数 

交友関係・性格の悩み ： 362件(24.6％) 

いじめに関する相談 ： 204件(13.8％) 

部活動に関する悩み ： 64件( 4.3％) 

家族に関すること : 57件( 3.9％) 

 ・「いじめ相談」としているが、多様な相談が寄せられた。 

 

キ  アンケート結果 

(ｱ) １回目のアンケート（相談対応直後に実施） 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) ２回目のアンケート（相談期間終了後に実施） 

 

回答者数 割合 回答者数 割合

(1)役に立った 195人 80.9% (1)また相談したい 213人 88.4%

(2)役に立たなかった 17人 7.1% (2)相談したくない 5人 2.1%

(3)どちらでもない 29人 12.0% (3)わからない 23人 9.5%

計 241 100% 計 241人 100%

質問２　またＬＩＮＥ相談をしたいと思いますか？質問１　今回のＬＩＮＥ相談は役に立ちましたか？

回答者数 割合 回答者数 割合

(1)役に立った 78人 70.9% (1)また相談したい 　　　83人 75.5%

(2)役に立たなかった 13人 11.8% (2)相談したくない 6人 5.5%

(3)どちらでもない 19人 17.3% (3)わからない 21人 19.1%

計 110人 100% 計 110人 100%

質問３　今回のＬＩＮＥ相談で悩みごとは改善しましたか？

回答者数 割合

(1)改善した 44人 40.0%

(2)改善しない 29人 26.4%

(3)わからない 37人 33.6%

計 110人 100%

質問２　またＬＩＮＥ相談をしたいと思いますか？質問１　今回のＬＩＮＥ相談は役に立ちましたか？
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